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１ 策定の背景と目的 

少子高齢社会の進展、生産年齢人口の減少、国際化、デジタル社会、高度情報化などの社会変化に

伴って、自治体自らの判断と責任において、時代の変化に対応した高度な行政サービスを提供するこ

とが求められており、その手腕が問われる自治体間競争の時代を迎えています。 

地方分権が着々と進む中、厳しい財政状況を踏まえた行政運営が求められており、那須町において

も効率的な行政運営を図るため、組織のスリム化を目指し、行財政改革及び職員数の適正管理を進め

ている状況であります。 

国では、「ポスト・コロナ期の地方公務員のあり方に関する研究会」において令和 5年 9月に「人

材育成・確保基本方針策定指針に係る報告書」をまとめ、その中で「地方公共団体は、デジタル・ト

ランスフォーメーション（ＤＸ）への対応や感染症、大規模災害、公共インフラの老朽化、こども・

子育て施策の充実など喫緊の課題に対応する中、深刻な専門人材不足に直面しており、外部の人材や

広域での対応も含め大きく変化する行政課題に対応するための多様な人材確保が重要である。近年

では、働き手の価値観の変化も相まって、職員一人ひとりがやりがい、成長実感を得られ多様な働き

方を受け入れる職場環境づくりが必須であり、能率的な公務の運営を行うためには人材育成・確保に

戦略的に取り組むことが重要である。」と提言しています。 

このような状況から、国においては令和 5年 12月に「人材育成・確保基本方針策定指針」を策定

しました。 

自治体の行政資源である、「人」「もの」「金」「情報」の中で、とりわけ「人」が無限の可能性を秘

めており、育成することにより、さらに大きな成果を生むことが期待でき、更に、「住民福祉の向上」

を達成するため、あらゆる職域において職員一人ひとりが時代の変化や町民ニーズを的確に捉え、新

しい発想で本町の特性を生かした個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図る施策を展開してい

くことが求められており、当町としても人材育成・確保は最重要課題であると考えています。 

以上のことから、平成 20 年 3 月に策定した「那須町人材育成基本方針」（令和 4 年 7 月改定）を

見直し「那須町人材育成・確保基本方針」として改定することとしました。 

本方針では、職員がこれまで以上に豊かな想像力や新たな課題に積極的に挑戦する意欲と実行力

を保持し、一人ひとりがモチベーションとパフォーマンスを高め、状況の変化に対応でき町民の役に

立つ「人材」として育成していくために町が行うべき施策や考え方を体系化し、具体的行動を導くこ

とを目的とします。 

 

２ 方針の位置づけ 

   第 8次那須町振興計画及び那須町行財政改革推進プラン 2026との整合性を図ります。 

  【参考】 

   第 8次那須町振興計画 基本方針６ 協働と行財政改革をすすめるまち 

                    ２ 行政サービスの効率化と向上 

   那須町行財政改革推進プラン 2026  ２(1)人材育成・能力開発 

①人材育成基本方針に基づく職員の育成 
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３ 推進体制 

   本方針の推進体制は、総務課が総括し全ての部署が積極的に関与し連携することとします。 

   また、技術・技能等、特に専門人材の育成・確保については、関係部署の意見を聴取し適切な 

 方針が図れるよう必要な体制を整えます。 

   更に、国、県等への派遣研修や人事交流による広域的な連携を図ります。 

 

４ 人づくりの基本理念 

本方針は、人づくり（人材育成）を図るための方策を示すものですので、この方策の設定や実施 

  にあたり、人づくりの基本理念を次のように定めます。 

 

（１）職員の個性を活かし、能力を引き出す 

所属長（課長、局長）ヒアリング、職員意識アンケート等を活用し、職員一人ひとりの持つ個 

性、能力、資格等の把握に務め、その適性に即した育成策を進めます。 

また、さまざまな研修の実施や人事管理制度等を適切に運用し、職員の能力向上を進めること 

で、十分に能力を引き出すことに努めます。 

 

（２）職員のやる気を引き出すシステム、組織づくりを行う 

職員一人ひとりが主体性を持ち、創造的に行動するためには、仕事にやりがいと将来性を感じ 

ることができるシステム・組織づくりを進めるとともに、報告・連絡・相談を基本としたコミュニ

ケーションしやすい環境づくり、更には「かくれんぼう」（確認・連絡・報告）を基本とした自主

性を引き出す環境づくりを進めます。 

 

（３）社会の変化に柔軟かつ積極的に対応する職員意識の醸成を図る 

庁内の組織再編や自治体ＤＸの加速化、少子高齢化、災害時対応等の外部環境に対して、柔軟か

つ積極的に対応できるよう、部会（ワーキンググループ）の設置や、定期的な情報共有機会を設け、

職員意識の醸成を図ります。 

 

５ 求められる職員像 

人材育成の基本は自己啓発であり、自発的に自己の能力開発に取り組むことが重要です。 

そのためには、住民や地域にとって「どのような人材が必要とされているのか」を職員に示すこ 

とが必要です。町職員として「求められる職員像」を次のとおり設定し、人材育成の目標とします。 

また、目標達成に向け職員研修及び人事評価制度を進める中で実践的に取り組みます。 

 

（１）住民ニーズの本質を探り、社会的、意欲的に行動できる職員 

住民との協働によるまちづくりを進めていく中では、住民とのパートナーシップが重要です。 

倫理観を高く保ち、住民に対する説明責任を果たせるスキルが求められます。住民が求めている
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ものを相手の立場から考えられ、そのうえで、何をなすべきかを的確に判断し、実行することや組

織内で進言ができる職員の育成を図ります。 

 

（２）幅広い視野のもと、目標を常に意識し、自己啓発に取り組む職員 

自己啓発には、「前例」にとらわれずに、新しい観点から業務上の課題を抽出し、その解決を考

えようとする柔軟性と、上司等からの指示を待つだけでなく、現状の課題や将来起こりうる課題へ

の対応について自ら考えて行動する積極性が必要であり、その両者を併せ持つ職員の育成を図り

ます。 

 

（３）予算・資源等の有効活用を意識できる経営感覚の鋭い職員 

住民の福祉向上を実現する上で、常に「最少の経費で最大の効果」を具体化することが求められ

ており、財政状況や財源構造とともに、各種資源の保有状況などを把握し、活用することが必要で

す。施策の展開にあたっては、将来の財政状況等も見据えた長期的視野での施策の立案と、事務の

遂行にあたっては無駄のない効率的な経営感覚を備えた職員の育成を図ります。 

 

（４）組織の一員としての自覚を持ち、職場で信頼される職員 

町が行っている事務事業は約 207分類（令和 7年度事務事業評価（令和 6年度決算））あります。 

ほとんどの事務は、自分だけで出来るものではなく、職場や組織の中のチームワークと、住民や

企業、団体等の関係者とのつながりのもとで成立し、これが理想的な事務遂行の姿です。 

組織の一員としての自覚を持ち、自らの立場における業務に責任を持つとともに、必要に応じて

同僚に的確なアドバイス等が出来るなど、上司、同僚、後輩から信頼される当事者意識の高い職員

の育成を図ります。 

 

６ 職員に求められる基本的な能力 

職員に求められる能力は多岐にわたり、また、職員の担当する業務や職責によってもその必要とさ

れる質や程度に違いがありますが、大まかな区分として、次の能力が求められます。 

 [前提] 

   １ 憲法、地方自治法をはじめとする公務員としての基本知識を身につける。 

   ２ 那須町についての基本知識及び住民への接遇力を身につける。 

   ３ 全体の奉仕者として、常に公共の利益を意識した対応能力を身につける。 

 

（１）職務遂行能力 

担当する業務を適正に遂行するために必要な基本的な能力 

○ 業務に関連する知識の習得に努め、必要な情報の収集・分析を行い、理論立てて文章化

し、相手方を説得できる能力 
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（２）業務管理能力 

自らの担当する事務事業の目的・目標を理解した上で、計画的に遂行できる能力 

○ 事務事業の目的・目標を理解又は設定し、工程や投入資源の管理を行い、成果や実績を

適正に検証・評価することができる能力 

○ 成果や実績の検証・評価の結果から、必要に応じ職員個人や組織としての新たな課題や

目標を発見する能力 

 

（３）コミュニケーション能力 

よい人間関係をつくり、保っていく能力＝良好な職場環境づくり 

○ 情報や認識を組織内で共有し、それらを通じ課題や解決を導き出すなど人間関係を良好

に保つための能力 

○ 住民との信頼関係を築くことのできる対人関係能力 

 

（４）政策形成能力 

社会・経済の変化や住民ニーズを的確に把握し、町としての課題を抽出、整理するとともに、 

その効果的な対策を政策・施策として企画立案できる能力 

 

（５）組織管理能力 

組織を円滑に管理運営するために管理監督者に求められる能力 

○ 組織の目的、目標を明確に示したうえで、目的達成に向けた政策や施策の立案・管理、

経営資源の適正活用、部下職員の指導・育成を図る能力 

○ 部下職員が持つ能力と意欲を十分に発揮できる風通しの良い職場環境を創り出す能力 

 

 

○ 社会の動向を踏まえ、課題を発見、認識し、それらを調査・分析し解決策を導き出すこ

とができる能力 

○ 政策立案に際して、ＳＤＧｓを基調とすることや、政策の実現に必要な法令等の解釈、

運用、条例等の法的整備を行える能力 

○ 施策の実行、継続が、住民のニーズ、社会の要請に沿うものであるか、さらに、町の財

政状況を考慮した行政経営的な視点から、十分な費用対効果が期待できるものであるかを

分析できる能力 
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７ 職務ごとの具体的な役割 

職員に求められる役割は職務ごとに異なります。職員一人ひとりが、それぞれの職務に求められ 

る役割を認識し、日々の業務に取り組むことが重要です。 

   そのため、職務ごとに求められる役割の基本的なことについて、以下のとおり定義します。 

 

職 務 役  割 

課長・局長級 

・町長への政策提言、予算編成方針や政策方針を遵守し、決定された政策の実行

に責任を負う。 

・豊かな人間性と広い視野、高い見識を有し、組織目標を定め、統率力・折衝力・

課題解決力を備えて組織を統括する。 

・人を育てる組織風土を醸成する。 

・組織内の職員の心身の健康を管理し、職場環境の向上を進める。 

課長補佐・ 

局長補佐級 

 

・法令等に基づいた客観的な判断により、業務を効果的に遂行する。 

・業務に関する他部門との調整、組織経営に対する課長の補佐、リーダーシップ

を発揮した組織運営を行う。 

・所属職員を育成し、的確なマネジメントを行う。 

・施策立案、行政評価の中心を担い、政策の着実な実行・管理を行う。 

・組織内の業務進捗のチェック、状況に応じた手段、方策を指示し業務全体を管

理する。 

係 長 級 

・業務の実態を的確に把握して、目標達成に向けた具体的な施策立案や課題を抽

出し、優先度を決定する。 

・リーダーシップを発揮し、課局内の中核として、個々の施策形成及び職場のコ

ミュニケーションの向上や課題解決に努める。 

・上司の指示を的確に把握し、部下に助言を行いながら責任を持って業務を遂行

する。 

・部下の業務及び状態を把握し、個々の職員に応じた指導、育成を行う。 

主 査 級

（主任主査級） 

・担当業務に関する専門的知識・技術を有し、積極的に課題に取り組む。 

・常に目標、問題意識を持ち、必要な改革・改善を上司に進言する。 

・職場の先輩として、後輩を指導し、組織力の向上を進める。 

・具体的な施策を立案・実行し、正確かつ効率的に業務を遂行する。 

 

主 事 級  

 

・職員として基本的な知識と倫理観をもち、担当職務を確実に遂行する。 

・住民感覚を失わず、問題意識を持ち、自己啓発意欲を高める姿勢を保つ。 

・課題に気付き、改革意識を持って自己研鑽に励み、能動的に行動する。 

・日々の業務について、上司への業務報告・進捗共有を行う。 
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８ 人材育成のための施策 

求められる職員像の目的達成に向け、職員の能力揮発の一つのツールとして研修制度を確立しま

す。 

 

（１）職員研修の基本的な考え方 ～自己啓発支援の充実～ 

職員の能力開発は、職員自らの向上心をもって主体的に取り組む姿勢が重要です。本人に向上し

たいという意欲があれば、それぞれの職務における自らの立ち位置や、成長に必要な能力を見出す

ことができます。 

職員研修は、日常の仕事を通じて行う「職場研修」（OJT）、職場外で一定期間学習する「職場外

研修」（Off-JT）を双璧として位置付け、それに自らの能力・資質向上のため主体的に学習する「自

主研修」（自己啓発）を加え、それぞれの特徴を活かし総合的な能力向上を目指します。 

 

【具体的な取組み】 

・適切な人員配置により一人あたりの勤務時間の均衡を図ります。 

・自己啓発への喚起と動機付けを強く行い、主体的に自らを高める「向上心のある職員」

の育成を支援するため、町村会の研修、公開セミナー、議会傍聴や地域・公益的活動等

への積極的参加、先行事例調査等の実施について積極的に支援します。 

・業務改善に関する職員提案制度の適切な運用を図ります。 

 

（２）仕事を通じ職場で人を育てる ～職場研修（OJT）の充実～ 

職場研修（OJT：On the Job Training）とは、職場内で職務を通して行われる研修のことです。 

上司・先輩が職場内で仕事を通して、指示をし、報告を受け、時には議論をしながら必要な知 

識や情報、技術等を計画的に教えるもので、職員の成長を支える重要な役割を果たすものです。 

 

【具体的な取組み】 

・管理職研修等において OJTの必要性や管理職の役割等を周知徹底します。 

・OJTを効果的に行うため、日常業務の中での指示、連絡、相談、助言等が

人材育成及び自己の成長につながることを意識し、更に双方で振り返りを

行い自らの行動定着を図ります。 

・他部署において実践した有効な取り組み事例を共有し、ＰＤＣＡサイク

ルを重視します。 
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（３）他の職場や自治体職員、民間企業からの刺激を大切にする 

    ～職場外研修機会（Off-JT）の充実と交流機会の拡大～ 

職場外研修（Off-JT：Off the Job Training）とは、一定の期間職場を離れて行われる研修の

ことで、集中的に行うことができ、業務上必要な基礎的な知識の習得や専門性の向上を図るには極

めて効果的な手法です。 

また、他の職場や自治体職員との交流を通し、相互に刺激しあう啓発の機会としても活用され

ています。 

職場外研修は、①研修所研修、②職場体験研修、③派遣研修の３つに区分でき、それぞれ以下

のとおり取り組みます。 

 

① 研修所研修 

研修所研修は、各職場・職員において必要とされる基本的・共通的な知識の習得を目的とし

て行っています。 

現在は、北那須ブロック研修、栃木県市町村職員研修協議会研修及び市町村アカデミー研修

等による集合型の研修が主流となっており、年齢・職種を超えて研修生職員を参加させ、職員

の意識啓発を図ります。 

 

【具体的な取組み】 

・北那須ブロック研修、栃木県市町村職員研修協議会研修及び市町村アカデミー研修等におい

て、職員の自己啓発意欲を促進するため、プログラム・カリキュラムの充実要望や、デジタル

化の進展など、時代・住民ニーズの変化に対応したより実践的な研修を受講し、効果的な能力

開発を推進します。 

 

② 職員体験研修（接遇向上研修） 

職員体験研修については、主に接遇能力の向上を目指します。 

 

【具体的な取組み】 

・入庁後、定期的に民間コンサルタントによる接遇研修（北那須ブロック研修等）を受講する

ほか、入庁 2年目の職員を対象に、電話応対コンクールに参加します。 

     

③ 派遣実務研修 

国、県等への派遣を中心に、専門分野においてより広く高度な見識、実務を習得するため 

     の研修を行います。 

 

【具体的な取組み】 

・国の省庁、栃木県、那須地区広域行政事務組合への派遣（毎年）のほか、必要に応じて各研

修機関への派遣研修に参加します。 
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④ 民間企業との交流機会の拡大 

本町は多くの企業と災害支援協定や、地方創生連携協定等を締結しています。締結企業内 

     のスタッフを講師として派遣依頼する場合は、一般的には無料での対応が可能です。 

また、町、企業双方の若手スタッフグループとの交流も刺激になります。 

「官民連携」がこれからの行政運営のキーワードのひとつであり、積極的な交流を図ります。 

 

（４）個人のノウハウを組織のノウハウに活かす ～研修成果の職場への還元～ 

一人の職員が受講した成果を個人のみのものとせず、研修で得た知識と経験を職場へ還元（フィ 

ードバック）することが重要であり、業務の質の向上に寄与することができます。 

研修後、必要に応じ研修成果を発表する場を職場で設ける等の取り組みは、受講した職員にとっ

ては研修の理解を一層深めることができ、かつ研修成果を職場全体で共有することができます。 

 

【具体的な取組み】 

・研修成果を職場へ還元（フィードバック）するため、研修後に所属課局内で発表の機会を

確保し、職場で共有すべき事項をまとめることを繰り返すことにより、個々の業務遂行の質

の向上を図ります。 

 

（５）自主研修 ～自己啓発の促進～ 

能力開発は、職員が自主的に学ぶ姿勢が重要です。そして、職員一人ひとりが必要な知識習得 

   に向け、意欲をもって取り組むことが求められます。 

    職員が自己啓発に積極的に取り組みやすい職場環境づくりと支援制度に努めます。 

 

（６）住民ニーズの本質を見出す能力を高める ～住民との交流機会の拡充～ 

住民の望んでいることを把握、分析できることが、いつの時代にも職員に求められています。 

この能力は住民との対話なしには培うことはできません。窓口での対応を含め、住民と接する 

機会は職員の能力開発に大きな好影響を与えます。 

地域での会議等については、住民の声を生で聞く良い機会であり、積極的に若手職員にも参加 

を促します。 

 

【具体的な取組み】 

・まちづくり懇談会や住民との会議への参加、出前講座での講師など、住民との接点が少な

い職員についても住民と交流する機会を確保します。 

・また、住民ニーズの本質を正しく把握するため、ファシリテーション（会議やミーティン

グを円滑に進める技法）能力向上を目指す研修に参加します。 
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（７）職場経験を通じ成長する ～育成型人事ローテーションの推進～ 

さまざまな職場の経験が職員を成長させます。 

一般的には若い時期での経験が、職員の成長に大きな影響を与えることから、多様な分野を 

   経験させる「育成型人事ローテーション」を推進します。 

 

【具体的な取組み】 

 ・おおむね 30歳代までは能力開発期とし、幅広い能力開発や自己の適性が発見できるよう 

一定期間ごとに異なる分野の業務を経験できるよう配置します。 

 ・おおむね 40歳代からは、能力活用期とします。 

・人事評価を基本とし、これまでの職務経験や本人の意欲、適性等を重視し、能力を最大限

発揮できるよう配置します。 

 ・職員の経歴管理を徹底し、バランスのとれた配置、人材育成に努めます。 

 

（８）個々の環境に応じた人事を行う ～ワークライフバランスの向上～ 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の改正（令和 7年）や、育児休業・介護 

休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正（令和 4年）を踏まえ、職 

業生活と家庭生活等のバランスに考慮した人事を行います。 

   

【具体的な取組み】 

・柔軟な人事の実施 

   家庭の事情や健康上のやむを得ない理由等より、現在の職責が果たせない場合が生じた

ときは、柔軟に配置転換等の検討を行います。 

 ・再任用制度の適切な運用 

   再任用職員が持つ豊かな知識と経験、高い技術を業務に生かすとともに、これらを次の

世代に継承することを目的に、経歴や適性を考慮した人事配置を行います。 

 ・定年制延長の適切な運用 

   定年が、65歳に引き上げとなり、60歳で役職定年となりますが、高年齢職員が高い意欲

をもって業務を遂行できるよう、経歴や適性を考慮した人事配置を行います。 
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（９）目的・目標意識を念頭に行動する ～人事評価制度の適切な運用～ 

人事評価制度を活用した人材育成の推進は、日頃の業務を通じて発揮された職員の能力や業績 

成果を公正に評価し、その結果を本人に還元（フィードバック）することで、職員の強みを伸ばし、

弱みを克服していくメリットがあります。 

 

【具体的な取り組み】 

・人材育成型の人事評価システムの実施 

  評価制度の運用にあたっては、職場内のコミュニケーションを常に向上させていくこと

が前提であり、そのうえで、上半期、下半期における能力、業績の自己評価について、一

次評価者が面談し、評価を行います。 

  二次評価、調整を経て、結果を本人に還元（フィードバック）し、職員自らが認識する

ことで、さらなる自己啓発に結びつけていきます。 

 ・評価者の能力向上 

   職員の発揮した能力等を公正、かつ客観的に評価するため、評価のしくみや技法等につ

いて理解を深めるための評価者研修を定期的に実施します。 

 ・業務遂行能力が不足する職員に対しての措置 

個々の意欲や能力等を向上させる改善プログラムを実施します。 

 

 

 

【人事評価制度のしくみ】 

 

 

 

成果           業績評価 

                                    人事評価 

職務遂行上発揮 

した能力            能力評価 

 

人柄・潜在能力 
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（10）各職場の人材育成責任者を明確化する ～所属長（課長・局長）の役割認識～ 

人材育成については、職場で仕事を通じて行われる OJTが極めて重要です。 

各職場において、職場空間を事務改善への意欲にあふれ、優れた人材を育成することのでき 

    る OJTの場へと昇華する必要があります。そのためには、所属長の役割が非常に重要になって 

きます。 

業務の遂行は、所属長の職務命令に基づき行われることから、職場における人材育成のすべ 

    ての方策は、所属長の意識と行動によりその成果が大きく左右されることになります。 

 

【具体的な取組み】 

・所属長は、課長補佐又は局長補佐と協力しながら、組織における人材育成の必要性を強く

自覚し、職場における人材育成担当者としての役割を認識するとともに、管理職研修などを

通じ、人材育成に関する啓発の促進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職場における所属長の主な役割 

① 業務の遂行にあたって「かくれんぼう」（確認・連絡・報告）を基本とした

自主性を引き出す環境づくりを進める。 

② 業務の目標を明確にし、全員がそれに向かって努力する状況をつくる。 

（チームワーク） 

③ 部下に責任を持たせ、主体的に仕事を遂行させる。やる気を持たせて仕事

をさせることにより部下の能力が向上することを認識する。 

④ 部下の行った仕事の結果に対して正当な評価を与える。 

⑤ 職場内の情報の共有化を図り、一人が抱える問題は課全体の問題であると

いう意識付けを行う。      （一人で抱え込まない職場風土づくり） 

⑥ 報告・連絡・相談により、部下の意見やアイディアが伝わり、お互いの意

見が尊重され、活発なコミュニケーションができる環境をつくる。 

（風通しの良い職場づくり） 

⑦ 所属長自らが率先して意識改革に取組む。        （率先垂範） 
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（11）人材育成推進体制の適切な運用を保持する ～主体的な取組み～ 

人材育成を効果的に進めるためには、一貫した理念のもと、職員一人ひとりの主体的な取組み 

が重要であり、自己啓発が職員として重要であること、所属長は職員を支え職場の環境を整える 

ことが責務であることを十分に自覚する必要があります。 

さらに、人材育成・確保基本方針を運用する人事担当は、職員や所属長に対し、人材育成に関 

する必要な措置を行う責務があります。 

 

【特に留意するポイント】 

 ・職員の健康管理 

   人材育成の前提として、すべての職員が心身ともに健康で勤務できなければなりません。 

このため、人事担当部局において、労務管理、健診の勧奨、メンタルヘルス・ハラスメ

ント防止の対策に取り組みます。 

 ・計画的な研修計画の策定 

研修計画策定や各種制度を着実に実行するとともに、人材育成の観点に立ち、人事・経

営諸制度との連携を図りながら人材育成を推進します。 

 ・女性活躍推進法・育児・介護休業法を踏まえた人員配置 

 ・障がい者等に対する人材育成 

障がい者等の雇用については、障害者職業生活相談員を配置し、障がいの特性に配慮の

もと、職業生活全般における相談・指導等により、必要な育成を行います。 
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９ 人材確保のための施策 

   生産年齢人口が減少する中、本町の公務を担う人材の確保は重要な課題です。近年では、

公務員を希望しない若年層が増え、特に技術職及び専門職の確保は厳しい状況が続いてい 

ます。そのため、那須町でやりがいをもって働くための各種取り組みを実施します。 

 

（１）公務の魅力発信 

    SNS や職場見学、インターンシップ及び若手職員との意見交換などを実施し、地方公 

務員として働くことへのやりがいや魅力を発信できるよう、町広報及び町公式 LINE等 

で積極的に情報提供を行います。 

 

（２）多様な採用方法の導入 

    受験者は、地元への就職を希望する者、地元以外を希望する者などさまざまです。また、

時期的に就職活動が困難な者、公務員試験自体が負担に感じる者等も想定されます。 

多様な人材に受験してもらうために、従来の試験方法のみに頼らず、地方公務員法の 

平等取扱いの原則や成績主義に留意しつつも、受験者の負担を軽減するような採用方法 

の工夫を行います。 

   ① 年齢制限の緩和 

   ② 通年募集枠の設置 

   ③ 試験会場の管外設置（テストセンターの活用等） 

  ④ 受験申込みのオンライン受付 

   ⑤ ＷＥＢ（オンライン）面接の導入 

   ⑥ 口述試験やグループワークの導入 

 

（３）多様な人材の活用 

    専門知識や経験を必要とする職務については、多様で優秀な人材を確保する必要がある 

   ことから、関係部署との十分な連携を図り適切に活用します。 

① 募集対象者の年齢制限の緩和 

② 行政経験者採用枠の設定 

③ アドバイザー業務の委託 

④ 民間企業人の活用（地域活性化企業人等） 

 

10 職場環境の整備 

   誰もがやりがいを感じ、パフォーマンスを発揮させるために、風通しの良い働きやすい職

場環境づくりを進めます。 

 

（１）ワークライフバランスの推進 

    働き方改革を進める上で、性別や年齢を問わず育児や介護の事情を抱える職員が継続し 

   て勤務できる環境を整備するとともに、長時間勤務の是正、テレワークや時差出勤制度活

用による多様な働き方の実現、休暇取得を促し家庭と仕事の両立を図れるようワークライ

フバランスを職場全体で推進します。 
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（２）職員の健康管理 

    職員が心身に不調をきたすと、パフォーマンスが下がり能力を十分に発揮することが出 

   来なくなります。 

    誰もが安心して働くことが出来る環境を整えるため、職員の心身の健康維持増進のため 

   の取り組みを行います。 

   ① 職員の健康診断の実施 

② 産業医及び保健師による健康相談 

   ③ メンタルヘルスカウンセリングの定期実施 

   ④ ストレスチェックの実施及び専門相談機関の周知 

   ⑤ キャリアコンサルタントによる相談窓口の設置 

 

（３）働きやすい職場づくり 

    職員同士が積極的にコミュニケーションを取ることにより、相互理解の促進や組織への 

   参加意識の向上が図られ、エンゲージメント（※）を高めることが期待できます。 

    また、ハラスメントにおいても、職員の能力の発揮を阻害し公務能率の低下を招くこと 

   から、ハラスメント防止策の実効性を確保し、安心して職務に専念できる職場環境を整え

ます。 

① コミュニケーション能力を高めるための研修の実施 

② 各部署における定期的なミーティングの実施 

③ 職員のキャリア形成のための相談支援事業の実施 

④ ハラスメント防止ガイドラインの周知 

⑤ ハラスメント対策窓口の設置 

⑥ ハラスメント防止の知識習得、研修の実施 

⑦ カスタマーハラスメントへの組織的な対応 

※ エンゲージメント 

個人と組織が一体となり、組織への所属意識や自発的に双方の成長に貢献し合うこと。 

   

（４）職員のエンゲージメントを高める職場づくり 

    本町の職員が、今後も生きがいと魅力をもって働き続けるためには、働きがいや意欲、 

   組織に対する愛着などのエンゲージメントを高めるための仕組みづくりが重要です。 

  そのため、職員の意欲向上、組織の健全化、人材の定着につなげる取り組みを行います。 

① キャリアコンサルタントによる相談窓口の設置（再掲） 

② 職員の自律を促すための勉強会の開催 

③ 職員同士が協働できる仕組みづくりのためのセルフキャリアドック（※）の導入 

※ セルフキャリアドック 

個別面談に加え、働き方や職場の環境について気づきを共有し、組織全体の見直しに 

つなげる取り組み。 
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11 デジタル人材の育成・確保のための施策 

人口減少・少子高齢化の進展により生産年齢人口が減少する中、地方自治体において特に

人口が少ない町村では、公務に携わる担い手不足が顕著です。 

  一方で、変化する社会情勢や多様化する行政ニーズへの対応、住民サービスの維持向上を 

 図るためには、デジタル技術を活用し、業務の効率化及びスマート自治体への転換が求めら 

れています。 

  国では「全ての国民にデジタル化の恩恵が行き渡る社会を実現するためには、全ての地方 

公共団体が、デジタル時代の住民ニーズに合った行政サービスを恒常的に提供できる組織へ

と変革し、業務効率化や住民サービスの向上、地域課題の解決に取り組むことが求められる。  

そのためには、首長の強いコミットメントと、人材育成・人事担当部局とＤＸ推進担当部局

との緊密な連携の下で、仕事の進め方、組織・人事の仕組み、組織文化・風土そのものを変

革し、全庁的にデジタル時代への組織へと変革することが必要である。」としています。 

  このことから、本町のデジタル人材育成・確保について、「那須町ＤＸ推進計画」との整合

性を図りながら各種取り組みを進めます。 

 

（１）推進体制の整備 

ＤＸに関する施策の総合調整及び重要事項の決定等を行うため、庁内にＤＸ推進本部を

設置します。また、推進するにあたり高度専門人材の活用、一般的なデジタルスキルをも

つＤＸ推進員を配置します。 

 

（２）職員の研修計画 

   全職員が、行政のＤＸを推進するにあたり、マネジメントレベル（職階級）別に求めら

れる、必要な知識やスキルを習得するための研修を行います。 

   ① マネジメント層 

管理職向けデジタル技術を活用した組織変革及びマネジメントスキルを習得するため 

    の研修を実施します。 

   ② ＤＸ推進員 

      一般的なデジタルスキルを持ち、取得したデジタルスキルを活用して実践的に業務を

遂行するための研修、また、特定の分野に特化した研修を実施します。 

③ 一般行政職員 

内部及び外部研修を通して、基礎的なデジタル技術を習得するための研修を実施しま

す。 

 

 

 

  



- 18 - 

 

12 経営諸制度との連携 

人材育成と行政経営を連携させることにより、効果的な運用を図ります。 

 

（１）行政評価制度との連携 

    令和 8 年度から、第 8 次那須町振興計画に基づく施策が展開されます。那須町振興計画

は、基本構想、基本計画及び実施計画（事務事業評価）から構成されており、年度終了後

には主要事業の「事務事業評価」を実施して、ＰＤＣＡサイクルのＣ（評価）を行います。 

    この事務事業評価によって、次年度以降の方向性が具体化することになりますので、各

課の目標を検討するプロセスになっています。 

事務事業評価結果を踏まえた組織目標の設定、個人目標の具体化など、人事評価制度と

密接な関連があることから、整合性を高めていきます。 

 

（２）予算制度との連携 

職場外研修（Off-JT）費用については、総務課予算に一括計上しています。 

なお、各課業務と係わりがある先行事例調査や参考図書購入費など、職場内研修（OJT）

に要する費用の一部は、各課の予算に計上されています。 

今後も全庁的に職員研修費の確保を図るとともに、所管課においても必要に応じ研修計

画を策定し、研修予算を計上します。 

 

（３）労務管理制度との連携 

人材育成にあたっては、各職場、職員の勤務時間について、一定の均衡を保つ必要があ 

   ります。このため、業務日報を作成し、業務量の分析を行い、適切な人員数を検証する必 

要があります。 

検証を行うことにより、配置検討やメンタルヘルス対応につなげるほか、業務の均衡を 

保つことにより、住民サービスのために必要な職員のスキルアップ研修の機会を確保して、

人材育成に努めます。 
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